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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 遊 戯 者 が 目 視 可 能 な 状 態 で 筐 体 内 に 複 数 の 景 品 を 収 容 す る 景 品 収 容 部 と 、 遊 戯 者
の 操 作 に 基 づ い て 動 作 し 、 前 記 景 品 収 容 部 に 収 容 さ れ た 景 品 の 少 な く と も 一 つ に 接 触 し て
作 用 す る こ と に よ り 、 当 該 景 品 を 景 品 払 出 部 へ 移 動 さ せ る 景 品 取 得 手 段 を 複 数 有 す る 景 品
取 得 ゲ ー ム 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 景 品 取 得 手 段 の 操 作 開 始 前 の 時 点 に お い て 所 定 の 条 件 を 満 た し た か 否 か を 判 定 し 、
判 定 結 果 に 基 づ い て 複 数 の 景 品 取 得 手 段 の い ず れ を 動 作 さ せ る か を 変 更 す る 景 品 取 得 手 段
選 択 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 景 品 取 得 ゲ ー ム 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 複 数 の 遊 戯 者 が 目 視 可 能 な 状 態 で 筐 体 内 に 複 数 の 景 品 を 収 容 す る 景 品 収 容 部 と 、
　 前 記 複 数 の 遊 戯 者 の そ れ ぞ れ に 対 し て 設 け ら れ 、 前 記 遊 戯 者 の 操 作 に よ り 前 記 複 数 の 景
品 か ら 少 な く と も 一 つ を 選 択 す る 景 品 選 択 部 と 、
　 前 記 複 数 の 遊 戯 者 の そ れ ぞ れ に 対 し て 設 け ら れ 、 前 記 景 品 選 択 部 に よ り 選 択 さ れ た 景 品
を 一 旦 保 留 す る キ ー プ エ リ ア と 、
　 前 記 キ ー プ エ リ ア に 保 留 さ れ た と き 、 前 記 遊 戯 者 の 操 作 に 基 づ い て 所 定 の ミ ニ ゲ ー ム を
行 う ミ ニ ゲ ー ム 制 御 部 と 、
　 前 記 ミ ニ ゲ ー ム の 結 果 、 景 品 取 得 に 成 功 し た と 判 定 さ れ た 場 合 、 前 記 キ ー プ エ リ ア の 景
品 を 遊 戯 者 に 対 し て 払 い 出 す 景 品 払 出 部 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 景 品 取 得 ゲ ー ム 装 置 。
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